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（
災
害
対
策
特
別
委
員
会
）

災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
七
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
改
正

１

国
及
び
地
方
公
共
団
体
に
協
力
し
て
、
避
難
所
の
運
営
、
被
災
者
か
ら
の
相
談
へ
の
対
応
等
の
業
務
を
行
う
団
体
は
、

申
請
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
そ
の
登
録
を
受
け
た
団
体
は
、
市
町
村
長

か
ら
、
同
業
務
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
被
災
者
台
帳
の
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

２

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
毎
年
一
回
、
物
資
の
備
蓄
の
状
況
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

３

指
定
行
政
機
関
の
長
等
は
、
災
害
応
急
対
策
に
つ
い
て
、
そ
の
事
態
に
照
ら
し
緊
急
を
要
す
る
場
合
、
都
道
府
県
知
事

か
ら
の
要
求
を
待
た
な
い
で
、
応
援
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

４

広
域
一
時
滞
在
の
協
議
を
行
う
市
町
村
長
の
間
で
被
災
住
民
の
情
報
を
共
有
す
る
と
と
も
に
、
当
該
被
災
住
民
に
対

し
、
援
護
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
と
す
る
。

５

災
害
応
急
対
策
責
任
者
は
、
相
互
に
協
力
し
つ
つ
、
情
報
通
信
技
術
等
を
活
用
し
な
が
ら
、
避
難
所
の
運
営
状
況
に
関



二

す
る
情
報
及
び
被
災
者
に
関
す
る
情
報
の
把
握
等
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

二

災
害
救
助
法
の
一
部
改
正

１

救
助
の
種
類
と
し
て
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

都
道
府
県
知
事
等
は
一
１
の
登
録
を
受
け
た
団
体
を
救
助
に
関
す
る
業
務
に
協
力
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、

そ
の
実
費
弁
償
等
に
係
る
費
用
は
協
力
命
令
を
発
し
た
知
事
等
が
統
括
す
る
都
道
府
県
等
が
支
弁
す
る
こ
と
と
す
る
。

三

水
道
法
、
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
及
び
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正

１

日
本
下
水
道
事
業
団
は
、
協
定
を
締
結
し
た
水
道
事
業
者
等
の
管
理
す
る
水
道
施
設
が
災
害
に
よ
り
損
傷
し
た
場
合
に

当
該
水
道
施
設
の
工
事
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
水
道
事
業
者
は
、
災
害
時
に
配
水
管
の
復
旧
等
の

た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
水
の
供
給
を
受
け
る
者
の
土
地
に
立
ち
入
り
、
給
水
装
置
を
操
作
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

２

一
団
地
の
復
興
拠
点
市
街
地
形
成
施
設
に
関
す
る
都
市
計
画
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
災
害
の
範
囲
に
、
著
し
く
異
常

か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
と
し
て
政
令
で
指
定
す
る
災
害
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

３

内
閣
府
本
府
に
、
防
災
に
関
す
る
事
務
を
統
理
す
る
防
災
監
一
人
を
置
く
こ
と
と
す
る
。

四

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
三
月
以
内
の
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


